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1 はじめに 

1.1 事業の目的 

1.2 用語の定義 
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2 事業概要 

2.1 事業の目的 

 

 

 

2.2 補助金名称 

2.3 事業スキーム 
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2.4 補助対象事業者 

2.5 補助対象事業 

2.5.1 補助対象となる施策 

2.5.1.1 施策 1（決済サービスの利用） 

2.5.1.2 施策 2（健康保険証としての利用申込） 

2.5.1.3 施策 3（公金受取口座の登録） 

2.5.2 マイナポイントの付与対象

※ 

2.5.2.1 施策 1（決済サービスの利用）におけるマイナポイントの付与対象
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2.5.2.2 施策 2（健康保険証としての利用申込）におけるマイナポイントの付与対象

2.5.2.3 施策 3（公金受取口座の登録）におけるマイナポイントの付与対象

2.5.3 補助の対象となるマイナポイント付与の方法 
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✕ A B

✕
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2.5.3.1 施策 1（決済サービスの利用）におけるマイナポイント付与の方法

 

 

✕
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2.5.3.2 施策 2（健康保険証としての利用申込）におけるマイナポイント付与の方法

2.5.3.3 施策 3（公金受取口座の登録）におけるマイナポイント付与の方法

 

2.5.4 本事業におけるマイナポイントの要件 
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2.5.5 マイナポイント付与に対する補助金の算定方法 

2.5.5.1 補助金算定方法の概要 

※ 

※ 
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※ 

2.5.5.2 失効率等の算定・算出方法 
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α α β β

β

β

β
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2.5.6 本事業期間中におけるポイントルールの変更の禁止 
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2.5.7 マイナポイント付与の内容の明示 

2.5.8 対象者向けの案内の用意 

C
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2.5.9 決済事業者が行う広報等における確認事項 

2.5.10 その他 

 

 

 

2.6 補助対象経費・補助率 

2.6.1 補助対象経費 

2.6.2 補助対象外となる経費  

 

 

2.6.3 補助率 

・ 
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2.6.4 マイナポイント申込対象期間 

2.6.4.1 施策 1（決済サービスの利用）におけるマイナポイント申込対象期間 

2.6.4.2 施策 2（健康保険証としての利用申込）におけるマイナポイント申込対象期間

※ 

2.6.4.3 施策 3（公金受取口座の登録）におけるマイナポイント申込対象期間

※ 

2.6.5 上限額 

ID

ID

2.7 申請単位・回数 

2.7.1 申請単位 

2.7.2 申請回数 
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2.8 補助事業期間 

2.8.1 補助事業開始日 

※ 

2.8.2 補助対象となる事業期間 

※ 

※ 

※ 

2.8.3 補助事業完了日 
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2.9 事業スケジュール（例） 

 

図① 施策1～3を4.4.1に定める概算払にて実施した場合の事業スケジュール（例）

●交付申請

●事業開始

（交付決定後）

●事業完了

●実績報告

●補助金の支払い

決済事業者スケジュール 対象者 補助金事務局

確定検査（現地検査）

※執行団体が必要と判断した場合のみ

補助金受領

一

ヵ

月

単

位

で

繰

り

返

す

・健康保険証としての

利用申込

・公金受取口座の登録

決済事業者登録

交付申請 交付申請審査

交付決定交付決定通知受領

決済データ受領

(システム連携／集計)
前払／購入

ポイント付与ポイント受領

実施状況報告

概算払請求 概算払請求審査

概算払受領 概算払

返品・キャンセル等

取消分最終確認・集計

実績報告書提出
確定検査

（書面検査）

確定通知精算払請求

請求金額確認

補助金支払

申込確定数データ受領

(システム連携／集計)

概算払（付与実績数）請求
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 図② 施策2、3を4.4.2に定める概算払にて実施した場合の事業スケジュール（例）

●交付申請

●事業開始

（交付決定後）

●事業完了

●実績報告

●補助金の支払い

スケジュール 対象者 決済事業者 補助金事務局

確定検査(現地検査)

※執行団体が必要と判断した場合のみ

補助金受領

二

週

間

単

位

で

繰

り

返

す

・健康保険証としての

利用申込

・公金受取口座の登録

決済事業者登録

交付申請 交付申請審査

交付決定交付決定通知受領

ポイント付与ポイント受領

実施状況報告

概算払請求 概算払請求審査

概算払受領 概算払

返品・キャンセル等

取消分最終確認・集計

実績報告書提出
確定検査

（書面検査）

確定通知精算払請求

請求金額確認

補助金支払

申込確定数データ受領

(システム連携／集計)

概算払（申込数）請求

概算払（申込）申請 概算払（申込）審査

概算払（申込）

審査結果通知

概算払（申込）

審査結果受領
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補足① 不当な取引と補助金適用範囲の整理 
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3 交付申請及び交付決定 

3.1 交付申請の開始日 

3.2 交付申請時の提出書類 

Excel 

PDF 

WEB

PDF 

PDF 

PDF 

PDF 

PDF 

PDF 

PDF 

PDF 

●全事業者 ○該当する事業者 
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PDF 
0% 8%

PDF 

3.3 交付申請の方法 

FAX
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3.4 コンソーシアム代表申請事業者 

3.4.1 コンソーシアム代表申請事業者が代行できる手続き 

3.4.2 コンソーシアム代表申請事業者の責務及び不正行為に対する措置 

3.5 交付決定前の変更 

3.6 審査 

3.7 交付決定 
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https://mynumberpoint.paymentsjapan.or.jp/

gBizINFO https://info.gbiz.go.jp/
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4 事業実施方法 

4.1 補助事業の開始 

4.2 計画変更等 

4.3 実施状況の確認 

4.4 概算払 
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4.4.1 概算払（付与実績数）の概要 

 

4.4.2 概算払（申込数）の概要 
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4.4.2.1 概算払（申込数）の申請 

4.4.2.2 概算払（申込数）申請の審査 

4.4.2.3 概算払（申込数）における留意事項 
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4.5 中間検査 

4.6 補助事業の完了 

4.7 実績報告及び額の確定 

4.8 仕入税額控除 

4.8.1 仕入税額控除の概要

※ 

4.8.2 仕入税額控除の対象

4.8.3 仕入税額控除の報告 
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4.8.4 仕入税額控除の報告対象

∙ 

∙ 

∙ 
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∙ 

∙ 

∙ 

4.9 補助金の支払 

4.10 検討委員会及び成果報告会への参加 

4.11 データ提供 

 

4.12 交付決定の修正又は取消し、補助金の返還、罰則等 
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4.13 個人情報の取扱い 

4.14 決済事業者が発行したポイント等が使用不能になった場合の対応 

4.15 収益納付 

4.16 財務状況報告 

 

4.16.1 財務状況報告開始日 
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4.16.2 財務状況報告に必要な証憑  

PDF 

PDF 

PDF 

PDF 
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更新履歴 

頁 更新後 更新前 

2022.03.31 更新 

P.11 【修正・追加】2.5.5.2 失効率の算定方法 

・失効率の算定は、2022年 3月 31日（木）を起算日とし、起

算日又は 2022年 3月 31日（木）以前の直近決算日のいずれか

を基準日とすること。 

・①-1のポイント有効期間に以下（）内の記載を追加 

β＝ポイント有効期間（有効期限がないポイントの場合、３と

する） 

 

・失効率の算定は、2022年 3月 31 日（木）を起算日とし交付

決定直近の決算日又は起算日のいずれかを基準日とすること。 

 

 

β＝ポイント有効期間 

P.18 【修正】2.8.3 補助事業完了日 

補助事業完了日：2023年 3月 21日 

 

2023年 2月 28日 

P.21 【修正】3.2 交付申請時の提出書類 

・ポイント単価を説明する補足資料の形式：PDF 

・5-3～5-5を追加 

 

・Excel 

P.26 【修正】4.6 補助事業の完了 

補助事業完了日：2023年 3月 21日 

 

2023年 2月 28日 

2022.05.18 更新 

P.9 【追加】2.5.3 補助の対象となるマイナポイント付与の方法 

・方法③に以下※書きにて内容を追加 

※ポイント等を発行し、当該ポイント等相当額を金融口座から

の引落金額と相殺する方法又はポイント等相当額を金融口座に

入金する方法も可とする。ただし、ポイント等相当額を対象者

の口座に付与するのは、付与するポイント等相当額が対象者の

引落金額を上回る場合の差額分に限る。 

 

P.15 【修正】2.5.6 本事業期間中におけるポイントルールの変更の

禁止 

ポイント変更禁止期間：2023 年 3月 21日（火） 

 

 

2023年 2月 28日（火） 

P. 20 【修正】2.9 事業スケジュール（例） 

4.4.1に定める概算払を実施した場合の事業スケジュール（例） 

 

事業スケジュール（例） 
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P.26 【修正】4.3 実施状況の確認 

報告スケジュール：事務取扱説明書に記載の期日まで 

 

【修正・追加】4.4 概算払 

・概算払請求の単位：補助金事務局が定める単位 

・ポイント付与実績に基づく概算払を概算払（付与実績数）、

個別のスケジュールとしていた概算払を概算払（申込数）とし

て定義 

 

翌月の 10日まで 

 

 

・概算払請求の単位：1ヵ月単位 

・4.4.1 に定める方法では事業実施が困難であると補助金事務

局が認める場合に限り、施策 2、施策 3のみ個別のスケジュー

ルにて概算払を実施する。 

 

P.27 【修正・追加】 

4.4.1 概算払（付与実績数）の概要 

4.4.2 概算払（申込数）の概要 

として章立てを変更 

 

【削除】4.4.2 概算払のスケジュール の章を削除 

（概算払スケジュールは事務取扱説明書に記載） 

 

4.4.1 概算払金額の計算方法 

4.4.2 概算払請求のスケジュール 

P.29 【修正】4.1.5 収益納付 

本事業の事業完了の翌年度から 5年間、補助金事務局からの求

めがあった場合は、事業収支状況を報告しなければならない

（交付規程第 15条参照）。 

 

本事業の事業完了から 5年間、補助金事務局からの求めがあっ

た場合は、事業収支状況を報告しなければならない（交付規程

第 15条参照）。 

2022.05.31 更新 

P.26 【修正】4.3 実施状況報告の確認 

報告スケジュールの詳細は「第 2 弾マイナポイント マイナポ

イント付与補助事務取扱説明書（以下、「事務取扱説明書」と

いう。）」2.4を参照すること。 

 

【追加】4.4 概算払 

概算払請求のスケジュールは、事務取扱説明書 3.5を参照する

こと。 

 

報告スケジュールの詳細は「第 2弾マイナポイント マイナポ

イント付与補助事務取扱説明書（以下、「事務取扱説明書」と

いう。）」を参照すること。 

P.27 【削除】4.4.1 概算払（付与実績数）の概要 

概算払（付与実績数）の実施スケジュールは、事務取扱説明書

を参照すること。 

 

【修正】4.4.2 概算払（申込数）の概要 

・リスクウェイトは 4.4.2.2に定める審査により設定する。 

 

【削除】4.4.2.1概算払（申込数）金額の計算方法 の章を削除 

 

 

 

 

 

・リスクウェイトの詳細は、事務取扱説明書を参照すること。 

 

 

P.27 

～ 

P.28 

【削除・追加】 

4.4.2.1 概算払（申込数）の申請 

4.4.2.2 概算払（申込数）申請の審査 

として章立てを変更 

 

4.4.2.2 概算払（申込数）の申請及び審査 
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2022.07.19 更新 

全体 以下のとおり文言を修正 

健康保険証としての利用申込 

 

健康保険証の利用申込 

P.8 【修正・追加】2.5.2.2 施策 2（健康保険証としての利用申込）

におけるマイナポイントの付与対象 

2022年 6月 30日（木）～2023年 2月 28日（火）までに受

付けたマイナポイントの申込を対象として、2.5.3.2 に定める

方法によりマイナポイントを付与する。 

 ただし、事前にマイナンバーカードを使用した申込検証テス

トを実施する等、国や補助金事務局が認める場合に限り、当該

期間の申込分もマイナポイント申込対象として認める。 

2.5.2.2 施策 2（健康保険証の利用申込）におけるマイナポイ

ントの付与対象 

健康保険証の利用申込における申込受付開始日～2023 年 2

月 28日（火）までに受付けたマイナポイントの申込を対象と

して、2.5.3.2 に定める方法によりマイナポイントを付与する。 

【修正・追加】2.5.2.3 施策 3（公金受取口座の登録）におけ

るマイナポイントの付与対象 

2022年 6月 30日（木）～2023年 2月 28日（火）までに受

付けたマイナポイントの申込を対象として、2.5.3.3 に定める

方法によりマイナポイントを付与する。 

ただし、事前にマイナンバーカードを使用した申込検証テス

トを実施する等、国や補助金事務局が認める場合に限り、当該

期間の申込分もマイナポイント申込対象として認める。 

 

 

公金受取口座の登録における申込受付開始日～2023年 2月

28 日（火）までに受付けたマイナポイントの申込を対象とし

て、2.5.3.3 に定める方法によりマイナポイントを付与する。 

P.9～10 【修正】2.5.3.1 施策 1（決済サービスの利用）におけるマイ

ナポイント付与の方法 

※ マイナポイント付与の対象となるのは、施策 1 対象者のマ

イナポイント申込日又は 2022年 4月 1日（金）のいずれか遅

い日から、2023年 2月 28 日（火）まで（以下、「申込対象期

間」という。）の前払又は決済により、2023年 3月 21日（火）

までに付与されたポイントとする。 

（中略） 

※ マイナポイントの付与は、マイナポイント付与の対象とな

る前払又は決済の日以後で、単一又は複数の前払又は決済の合

計値が、付与の対象となる最小単位に達した日が含まれる期間

の当該決済事業者が定める集計期間の締め日（以下、「締め日」

という。）から原則として 2ヵ月以内の範囲で、（中略）ただ

し、施策 2、3 の開始に伴うマイキープラットフォームのシス

テム切替までにシステム開発が間に合わない場合又は補助金

事務局が認める場合はこの限りではない。 

※ 「前払額に応じて」、「決済額に応じて」とは、キャッシュ

レス決済事業者において、付与の対象となる 20,000 円以下と

なる最小単位を任意に設定し、申込対象期間内の一又は複数の

前払又は決済の合計に対して 25％を下回らない額を付与する

（同一キャッシュレスサービスで当該最小単位を複数設定す

ることは不可とする。）。 

 

 

※ マイナポイント付与の対象となるのは、施策 1対象者のマ

イナポイント申込日又は 2022年 4月 1日（金）のいずれか遅

い日から、2023年 2月 28日（火）まで（以下、「付与対象期

間」という。）の前払又は決済とする。 

 

（中略） 

※ マイナポイントの付与は、マイナポイント付与の対象とな

る前払又は決済の日以後で、単一又は複数の前払又は決済の合

計値が、付与の対象となる最小単位に達した日が含まれる期間

の締め日から原則として 2 ヵ月以内の範囲で、（中略）ただ

し、補助金事務局が認める場合はこの限りではない。 

 

 

 

※ 「前払額に応じて」、「決済額に応じて」とは、キャッシュ

レス決済事業者において、付与の対象となる 20,000円以下と

なる最小単位を任意に設定し、付与対象期間内の一又は複数の

前払又は決済の合計に対して 25％を下回らない額を付与する

（同一キャッシュレスサービスで当該最小単位を複数設定す

ることは不可とする。）。 
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（例）1,000 円単位の前払にポイントを付与する場合で、申込

対象期間内の決済額が 8,500 円の時 

（中略） 

※ 施策 1 において、5,000 円相当を超えてマイナポイントを

付与することはできない。 

（例）1,000円単位の前払にポイントを付与する場合で、付与

対象期間内の決済額が 8,500円の時 

（中略） 

※ 施策 1 において、5,000 円相当を越えてマイナポイントを

付与することはできない。 

P.10～11 【修正】2.5.3.2 施策 2（健康保険証としての利用申込）にお

けるマイナポイント付与の方法 

施策 2では、方法③又は④によりマイナポイントの付与を行う

ものとする。 

※ マイナポイント付与の対象となるのは、施策 2 対象者のマ

イナポイント申込日又は 2022 年 6 月 30 日（木）のいずれか

遅い日から、2023年 2月 28日（火）までの健康保険証の利用

申込により、2023年 3月 21日（火）までに付与されたポイン

トとする。ただし、事前にマイナンバーカードを使用した申込

検証テストを実施する等、国や補助金事務局が認める場合に限

り、当該期間の申込分もマイナポイント申込対象として認め

る。 

※ マイナポイントの付与は、原則として、施策 2 におけるマ

イナポイント申込日が含まれる期間の締め日から 2 ヵ月以内

の範囲で、キャッシュレス決済事業者が任意にポイントの付与

単位や一定の期間を設定して行う（同一キャッシュレスサービ

スで当該ポイントの付与単位や当該期間を複数設定すること

は不可とする。）。ただし、施策 2、3 の開始に伴うマイキー

プラットフォームのシステム切替までにシステム開発が間に

合わない場合又は補助金事務局が認める場合はこの限りでは

ない。 

2.5.3.2 施策 2（健康保険証の利用申込）におけるマイナポイ

ント付与の方法 

方法③又は④によりマイナポイントの付与を行うものとする。 

 

※ マイナポイント付与の対象となるのは、施策 2対象者のマ

イナポイント申込日又は国が別途設定する日（以下、「事業開

始日」という。）のいずれか遅い日から、2023 年 2 月 28 日

（火）までの健康保険証としての利用申込とする。 

 

 

 

※ マイナポイントの付与は、原則として、マイナポイント申

込日が含まれる期間の締め日から 2ヵ月以内の範囲で、キャッ

シュレス決済事業者が任意にポイントの付与単位や一定の期

間を設定して行う（同一キャッシュレスサービスで当該ポイン

トの付与単位や当該期間を複数設定することは不可とする。）。

ただし、補助金事務局が認める場合はこの限りではない。 

P.11 【修正】2.5.3.3 施策 3（公金受取口座の登録）におけるマイ

ナポイント付与の方法 

施策 3 では、 方法③又は④によりマイナポイントの付与を行

うものとする。 

※ マイナポイント付与の対象となるのは、施策 3 対象者のマ

イナポイント申込日又は 2022 年 6 月 30 日（木）のいずれか

遅い日から、2023年 2月 28日（火）までの公金受取口座によ

り、2023年 3月 21日（火）までに付与されたポイントの登録

とする。ただし、事前にマイナンバーカードを使用した申込検

証テストを実施する等、国や補助金事務局が認める場合に限

り、当該期間の申込分もマイナポイント申込対象として認め

る。 

※ マイナポイントの付与は、原則として、施策 3 におけるマ

イナポイント申込日及びマイナポイント付与の対象となる公

金受取口座の登録完了日のうちいずれか遅い日が含まれる期

 

 

方法③又は④によりマイナポイントの付与を行うものとする。 

 

※ マイナポイント付与の対象となるのは、施策 3対象者のマ

イナポイント申込日又は事業開始日のいずれか遅い日から、

2023年 2月 28日（火）までの公金受取口座の登録とする。 

 

 

 

 

※ マイナポイントの付与は、原則として、マイナポイント付

与の対象となる公金受取口座の登録日が含まれる期間 の締め

日から 2 ヵ月以内の範囲で、キャッシュレス決済事業者が任

意にポイントの付与単位や一定の期間を設定して行う（同一
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間 の締め日から 2 ヵ月以内の範囲で、キャッシュレス決済事

業者が任意にポイントの付与単位や一定の期間を設定して行

う（同一キャッシュレスサービスで当該ポイントの付与単位や

当該期間を複数設定することは不可とする。）。ただし、施策

2、3 の開始に伴うマイキープラットフォームのシステム切替

までにシステム開発が間に合わない場合又は補助金事務局が

認める場合はこの限りではない。 

キャッシュレスサービスで当該ポイントの付与単位や当該期

間を複数設定することは不可とする。）。ただし、補助金事務

局が認める場合はこの限りではない。 

P.12～13 【修正・追加】2.5.5.2 失効率の算定方法 

（中略） 

また、本事業期間中に発行したポイントの利用状況等につい

て精緻に計測が可能である場合、事前に補助金事務局へ個別相

談のうえ、 補助金事務局が合理的かつ実施可能と認めたとき

に限り（例：本事業期間内に発行した全てのポイントが失効し、

その利用率を算出できる場合）、キャッシュレス決済事業者の

提案する方法でポイント失効率の算定を行うことができる（こ

の算定方法を使用して算定されるポイントを以下、「専用ポイ

ント」という。また、この算定方法によるポイント失効率を以

下、「実績失効率」という。）。（中略） 

 

①-1 付与するポイントの発行元が自社又はグループ会社の場

合 

※ 会計上の失効率の算定過程における端数処理等について

は、各決済事業者における会計上の失効率算定ルールが優先さ

れる。 

 

（中略） 

また、本事業期間中に発行したポイントの利用状況等について

精緻に計測が可能である場合、補助金事務局が合理的かつ実施

可能と認めたときに限り（例：本事業期間内に発行した全ての

ポイントが失効し、その利用率を算出できる場合）、キャッシュ

レス決済事業者の提案する方法でポイント失効率の算定を行

うことができる（この算定方法によるポイント失効率を以下、

「実績失効率」という。）。（中略） 

 

P.18 【修正】2.6.4 マイナポイント申込対象期間 2.6.4 マイナポイント付与対象期間 

【修正】2.6.4.1 施策 1（決済サービスの利用）におけるマイ

ナポイント申込対象期間 

2.6.4.1 施策 1（決済サービスの利用）におけるマイナポイン

ト付与対象期間 

【修正・追加】2.6.4.2 施策 2（健康保険証としての利用申込）

におけるマイナポイント申込対象期間 

2022年 6月 30日（木）～2023年 2月 28日（火） 

※ ただし、事前にマイナンバーカードを使用した申込検証テ

ストを実施する等、国や補助金事務局が認める場合に限り、当

該期間の申込分もマイナポイント申込対象として認める。 

2.6.4.2 施策 2（健康保険証の利用申込）におけるマイナポイ

ント付与対象期間 

事業開始日～2023年 2月 28日（火） 

P.19 【修正・追加】2.6.4.3 施策 3（公金受取口座の登録）におけ

るマイナポイント申込対象期間 

2022年 6月 30日（木）～2023年 2月 28日（火） 

※ ただし、事前にマイナンバーカードを使用した申込検証テ

ストを実施する等、国や補助金事務局が認める場合に限り、当

該期間の申込分もマイナポイント申込対象として認める。 

2.6.4.3 施策 3（公金受取口座の登録）におけるマイナポイン

ト付与対象期間 

事業開始日～2023年 2月 28日（火） 

 

【修正】2.8.1 補助事業開始日 

※ 2022年 4月 1日（金）～2022年 9月 30日（金）の範囲

 

※ 2022年 4月 1日（金）～補助金事務局が別途指定する日
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で、マイナポイントの申込受付を開始すること。 の範囲で、マイナポイントの申込受付を開始すること。 

【修正】2.8.2 補助対象となる事業期間 

2022 年 4 月 1 日（金）又は本補助金の交付決定日のいずれか

遅い日～2023年 3月 21日（火） 

 

2022年 4月 1日（金）又は本補助金の交付決定日のいずれか

遅い日～2023年 2月 28日（火） 

P.21 【修正・追加】2.9 事業スケジュール（例） 

図①（施策 2、3開始に伴う概算払（付与実績数）の図修正） 

図②（施策 2、3開始に伴う概算払（申込数）の図追加） 

 

図 

P.24 【修正】3.2 交付申請時の提出書類 

・No.5-1及び 5-2 備考 

会計監査を受けた会計上のポイント失効率を使用する場合又

は指定算出式により失効率を算出する場合は必須 

 

・No.6 備考 

会計監査を受けた会計上のポイント失効率を使用する場合又

は指定算出式により失効率を算出する場合に該当し、交付申請

時に 5-1～5-4 が提出できない場合のみ必須 

 

 

指定算出式により失効率を算出する場合のみ必須 

 

 

 

指定算出式により失効率を算出する場合に該当し、交付申請時

に 5-1～5-4 が提出できない場合のみ必須 

P.28 【削除】4.3 実施状況の確認 

（中略） 

削除 

 

（中略） 

本補助金を受けたにもかかわらずマイナポイント付与補助

を実施しなかった場合、あるいは実施できなかった場合は、受

給した補助金を返還しなければならない。 

P.29 【追加】4.4 概算払 

（中略） 

※ 施策 2、3において、概算払（申込数）を希望する場合は、

4.4.2.1及び 4.4.2.2に定める手続きを経て、情報変更申請が補

助金事務局に承認された後、事務取扱説明書 3.5に定める各集

計期間中の補助金事務局の最終営業日までに承認された実施

回以降の分のみ請求が可能。 

 

P.30 【修正】4.4.2.1 概算払（申込数）の申請 

（中略） 

※ 第 3回以降は、補助金事務局が別途定める期日まで随時、

申請の受付・審査を行う。 

 

 

※ 第 3回以降も一定の期間に区切って、申請の受付・審査を

行う。 

2022.09.30 更新 

P.19 【修正】2.8.1 補助事業開始日  

※ 2022 年 4 月 1 日（金）～補助金事務局が別途指定する日

の範囲（最終期日は原則 2022年 12月 31日（土）とする。）

で、マイナポイントの申込受付を開始すること。 

 

 

※ 2022年 4月 1日（金）～2022 年 9月 30日（金）の範囲

で、マイナポイントの申込受付を開始すること。 

2023.04.03 更新 

全体 【修正】マイナポイントの申込期限及び申込対象期間につい

て、以下のとおり文言を修正 

2023年 9月 30日（土） 

 

 

2023年 2月 28日（火） 
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全体 【修正】マイナポイントの付与対象となる期間、補助対象とな

る事業期間について、以下のとおり文言を修正 

2023年 12月 31日（日） 

 

 

2023年 3月 21日（火） 

P.13 【修正】2.5.5.2 失効率の算定方法 

（中略） 

2.5.4 に定める有効期間（3 ヵ月以上）を満たすために実績失

効率の確定が総務省が別途定める日以降になる場合は、総務省

が別途定める時点の実績失効率にて補助金額の確定を行う。 

 

 

2.5.4 に定める有効期間（3 ヵ月以上）を満たすために実績失

効率の確定が 2023 年 4 月以降になる場合は、2023 年 3 月時

点の実績失効率にて補助金額の確定を行う。 

P.15 【修正】2.5.6 本事業期間中におけるポイントルールの変更の

禁止 

ポイント単価及び失効率に影響を与える又は付与を受けた

対象者が著しい不利益を被るようなルール変更は、補助金支給

額の妥当性と本事業の公平性を維持できないことから、総務省

が別途定める日まで原則認めないこととする。 

 

 

ポイント単価及び失効率に影響を与える又は付与を受けた

対象者が著しい不利益を被るようなルール変更は、補助金支給

額の妥当性と本事業の公平性を維持できないことから、2023

年 3月 21日まで原則認めないこととする。 

P.19 【削除】2.8.2 補助対象となる事業期間 

削除 

 

※ マイナポイント申込受付の最終日は、2023年 3月末まで

に精算払が完了できるよう、キャッシュレス決済事業者ごとに

別途設定すること。 

P.20～31 【修正】2.8.3 補助事業完了日／4.6 補助事業の完了 

補助事業の完了日は、最終ポイント付与日以降に行う決済

サービス別の実施状況報告を提出した日のうち、最も遅い日と

する。マイナポイント付与補助事業の最も遅い補助事業完了日

は、2024年 1月 31日（水） とする。 

 

補助事業の完了日は、補助対象事業の検収日かマイナポイン

ト付与補助事業の交付決定を受けている事業者（以下、「補助

事業者」という。）における支出額（補助対象経費全額）を支

払完了（精算を含む）した日のいずれか遅い方とする。マイナ

ポイント付与補助事業の最も遅い補助事業完了日は、2023 年

3月 21日（火）とする。 

P.29 【追加】4.4 概算払 

※ 2023年 4月以降に概算払請求を希望する場合、財務状況報

告を実施し、補助金事務局からの承認を得た補助事業者のみ、

概算払を実施することとする。 

 

P.32 【修正】4.14 決済事業者が発行したポイント等が使用不能に

なった場合の対応 

本事業の事業開始から 2025年 1月 31日（金）までの間に、

決済事業者が倒産等の経営状況に陥った場合、補助金事務局は

利用されなかったポイント付与相当額の返還を求める場合が

ある。 

 

 

本事業の事業開始から 2024年 2月 28日（水）までの間に、

決済事業者が倒産等の経営状況に陥った場合、補助金事務局は

利用されなかったポイント付与相当額の返還を求める場合が

ある。 

P.32～33 【追加】4.16 財務状況報告 

項目新設 

 

2023.05.26 更新 

P.28 【追加】4.4 概算払 

※ 概算払（付与実績数）の場合、最終ポイント付与日が含まれ

る月の 1 か月前までの付与実績について概算払請求を実施で
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きる。 

※ 概算払（申込数）の場合、最終申込日が含まれる実施回の 2

回前まで概算払請求を実施できる。 

2023.09.01 更新 

P.13 【修正】2.5.5.2 失効率等の算定・算出方法 

（前略） 

また、本事業期間中に発行したポイントの利用状況等につい

て精緻に計測が可能である場合、事前に補助金事務局へ個別相

談のうえ、補助金事務局が合理的かつ実施可能と認めたときに

限り（例：本事業期間内に発行した全てのポイントが失効し、

その利用実績を算出できる場合）、キャッシュレス決済事業者

の提案する方法で算定した利用実績を補助対象とすることがで

きる（この算出方法を使用して算出されるポイントを以下、「専

用ポイント」という。）。 

（後略） 

2.5.5.2 失効率の算定方法 

（前略） 

また、本事業期間中に発行したポイントの利用状況等につい

て精緻に計測が可能である場合、事前に補助金事務局へ個別相

談のうえ、補助金事務局が合理的かつ実施可能と認めたときに

限り（例：本事業期間内に発行した全てのポイントが失効し、

その利用率を算出できる場合）、キャッシュレス決済事業者の

提案する方法でポイント失効率の算定を行うことができる   

（この算定方法を使用して算定されるポイントを以下、「専用

ポイント」という。また、この算定方法によるポイント失効率

を以下、「実績失効率」という。）。2.5.4 に定める有効期間

（3か月以上）を満たすために実績失効率の確定が総務省が別

途定める時点の実績失効率にて補助金額の確定を行う。 

（後略） 

P.15 【修正】2.5.6本事業期間中におけるポイントルールの変更の禁

止 

 ポイント単価及び失効率に影響を与える又は付与を受けた対

象者が著しい不利益を被るようなルール変更は、補助金支給額

の妥当性と本事業の公平性を維持できないことから、2023年12

月 31日（日）まで原則認めないこととする。 

（後略） 

 

 

ポイント単価及び失効率に影響を与える又は付与を受けた

対象者が著しい不利益を被るようなルール変更は、補助金支給

額の妥当性と本事業の公平性を維持できないことから、総務省

が別途定める日まで原則認めないこととする。 

（後略） 

P.19 【追加】2.8.2 補助対象となる事業期間 

※事業期間内の途中で申込受付を終了したキャッシュレス決済

事業者は、原則として再度申込受付の再開を実施することはで

きない。 

 

P.31 【修正】4.15 収益納付 

（前略） 

 収支状況報告の結果、補助金の額を確定し通知をした日以降、

専用ポイントとして、キャッシュレス決済事業者の提案する方

法で算出した利用実績が算出可能である場合は、当該収益分を

納付しなければならない（交付規程第 32条参照）。 

 

（前略） 

 収支状況報告の結果、申請失効率と実失効率の大幅な乖離や

ポイント制度の変更等によって収益が発生していると認めら

れる場合は、当該収益分を納付しなければならない（交付規程

第 32条参照）。 

2023.10.01 更新 

P.7 【修正】2.5.1.2 施策 2（健康保険証としての利用申込） 

 2023年 9月 30日（土）までに健康保険証としての利用申込

を行い、マイナポイントの申込を行った消費者（以下、「施策

2対象者」という。）に対し、マイナポイントとして、当該サー

ビスで利用可能なポイント等を付与する。 

 

健康保険証としての利用申込を行い、2023年 9月 30日（土）

までに マイナポイントの申込を行った消費者（以下、「施策

2対象者」という。）に対し、マイナポイントとして、当該サー

ビスで利用可能なポイント等を付与する。 
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【追加】2.5.1.3 施策 3（公金受取口座の登録） 

 2023年 10月 1日（日）までに公金受取口座の登録を行い、 

2023年 9月 30日（土）までにマイナポイントの申込を行った

消費者（以下、「施策 3 対象者」という。）に対し、マイナポ

イントとして、当該サービスで利用可能なポイント等を付与す

る。 

 

 公金受取口座の登録を行い、 2023年 9月 30日（土）まで

にマイナポイントの申込を行った消費者（以下、「施策 3対象

者」という。）に対し、マイナポイントとして、当該サービス

で利用可能なポイント等を付与する。 

P.8 【追加】2.5.2.3 施策 3（公金受取口座の登録）におけるマイナ

ポイントの付与対象 

（前略） 

また、2023年 10月１日（日）までにマイナンバーカードの公

金受取口座の登録を行った者に対し、マイナポイントの申込対

象として、2.5.3.3に定める方法によりマイナポイントを付与す

ることができる。 

 

2023.10.10 更新 

P.28 【追加】4.4 概算払 

（前略） 

ただし、補助金事務局がポイント利用・精算に伴う財務状況悪

化が懸念されると認める場合は、4.4.2で定める申込確定数のう

ち、2023年 9月 29日（金）までの申込確定数について、概算

払請求を実施できる。 

 

P.30~32 【削除・追加】4.8 仕入税額控除 

・冒頭文書削除 

 

 

 

 

 

 

・4.8.1～4.8.4追加 

 

 実績報告時点で、2.5.5 に定める方法で計算された補助金額

を基に支出されるポイントの消化もしくは仕入等に消費税が

含まれており、仕入税額控除の適用を受けている場合は、補助

金額から差し引かなければならない。 

また、実績報告時点のポイント残高のうち、将来的に仕入税

額控除の適用を受ける場合の取扱いについては調整中のため、

後日補助事業者向けに詳細を公表する。 
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問い合わせ、申請方法等の相談・連絡 

 

 


